
53 災害時等における給電装置の貸与に関する協 

力協定 
 

鶴岡市（以下「甲」という。）と株式会社高砂製作所（以下「乙」という。）は、次のとお

り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、鶴岡市内で自然災害や大規模停電その他市民の生命、身体及び財産                 

に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態が発生した場合（以下「災害時

等」という。）において、甲が乙に対して給電装置の貸与を要請する際に必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害時等の応急対応や災害復興のために給電装置を必要とするときは、乙に

対して給電装置の貸与を要請（以下「協力要請」という。）するものとする。 

 

 （協力要請方法） 

第３条 甲は、乙に協力要請するときは、協力要請書（様式第１号）を乙に提出するものと

する。 

２ 甲は、災害時等に対応するため速やかに協力要請をする必要があるときは、前項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる事項を口頭で連絡することにより、乙に協力要請をする

ことができる。ただし、甲は口頭で協力要請をしたときは、その協力要請と同様の内容を

記載した協力要請書を追って乙に提出するものとする。 

（１） 協力要請を行った者の職・氏名 

（２） 給電装置の貸与を必要とする場所 

（３） 現地担当者の職・氏名 

（４） 協力要請の理由 

（５） 協力要請する機材及び台数 

（６） 協力要請の期日及び引渡し場所 

（７） その他必要な事項 

 

 （協力） 

第４条 乙は、甲からの協力要請があった場合、速やかに給電装置を確保し、可能な範囲内

で甲に貸与するものとする。 

２ 給電装置の引渡し場所は、乙の事業所とする。ただし、乙が運搬する場合は甲の指定し



た引渡し場所で引渡すものとする。 

３ 引渡しの日時は、甲及び乙が協議して決定するものとする。 

（使用上の留意事項） 

第５条 甲は、乙より貸与を受けた給電装置を以下のとおり使用するものとする。 

（１） 使用条件を守り、安全な場所で使用する。 

（２） 鶴岡市内において使用する。ただし、災害時等に対応するために移動する場合は 

   この限りではない。 

（３） 給電装置が故障等の理由により使用できなくなった場合は、乙に速やかに連絡を 

する。 

 

（損害賠償等） 

第６条 給電装置の使用中又は協力要請中に発生した損害の賠償については次のとおりと

する。 

（１） 本協定に基づく給電装置の貸与に係る事故等により、第三者に物的及び人的被害 

を与えた場合は、その損害に帰責事由がある者が責任を負うものとする。ただし、 

責めに帰すべき事由が不明の場合は、甲及び乙が協議の上、その賠償にあたるもの 

とする。 

（２） 給電装置の故障等の修理費用の負担割合については、甲及び乙が協議し決定する 

  ものとする。 

 

（訓練の協力） 

第７条 乙は、甲が実施又は後援する訓練に協力するよう努めるものとする。 

 

 （実績報告） 

第８条 乙は、第３条第１項の規定により給電装置を甲に貸与した場合は実績報告書（様式

第２号）を甲に提出するものとする。 

 

 （費用の負担） 

第９条 この協定に基づく給電装置の貸与は、無償とする。 

 

（通知） 

第１０条 甲は、協力要請の内容等に関して重要な変更が生じたときは、乙に通知するもの

とする。 

 

 （実施細目） 

第１１条 本協定を実施するために必要な事項については、甲及び乙が協議の上実施細目

で定めるものとする。 



 

 

（連絡調整） 

第１２条 本協定及び本協定に定める業務に関わる連絡調整は、甲及び乙があらかじめ指

定した者が行う。 

 

（協議） 

第１３条 本協定に定めのない事項及び本協定の解釈に疑義が生じた場合については、実

施細目に定めるもののほか、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第１４条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和２年３月３１日までとする。ただ

し、本協定の期間満了の１ヶ月前までに甲又は乙から本協定を終了し、又は変更する意思

表示がないときは期間満了の日の翌日から１年間、本協定は更新されるものとし、以後も

同様とする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

 

令和２年２月１９日 

 

 

甲 山形県鶴岡市馬場町９番２５号 

鶴岡市 

鶴岡市長  

 

 

乙 神奈川県川崎市高津区溝口１－２４－１６ 

株式会社高砂製作所 

代表取締役社長 

 


